
十分理解できている（十分できている）…◎3点　　理解している（できている）…○2点　　ふつう…▲1点　　努力が必要…×0点

集計結果

◎ ○ ▲ ×

Ⅰ園の基本姿勢について(5項目) 47 28 5 0
Ⅱ　第１章　総則(37項目) 277 252 62 1
     第２章　保育の内容（33 項目） 242 205 78 3
     第３章　健康及び安全（13 項目） 125 64 19 0
     第４章　子育て支援（4項目） 34 25 5 0
     第５章　職員の資質向上（6項目）　 60 29 6 1
Ⅲ　園独自の取組について(2項目) 16 10 6 0

自己評価集計結果（施設）

レーダー

評　価

＜評価方法＞　

回答人数 16 人

2026年1月実施

第二おおたかの森園チャレンジキッズ自己評価

Ⅰ 園の基本姿勢について(5項目)

Ⅱ 第１章 総則(37項目)

Ⅱ 第２章

保育の内容（33 項目）

Ⅱ 第３章

健康及び安全（13 項目）

Ⅱ 第4章

子育て支援（4項目）

Ⅱ 第4章

職員の資質向上（6項目）

Ⅲ 園独自の取組に

ついて(2項目)
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チャレンジキッズ 自己評価チェックリスト 
 

 このチェックリストは、あなた自身があなたの保育について自己点検し、気づきや問い直

すきっかけを提供するものです。チェックリストは「保育所保育指針」をもとに作成してお

り、チェック項目は保育指針の章立てに沿って設定されています。 

 チェックリストには、普段あまり意識しない法律に関する設問も出てきますが、それは教

育・保育が、法律に基づいて行わなければならない重要なものであることを再認識するため

です。わからなかった項目はぜひ保育所保育指針を読んでみてください。 

 自己点検を行うことで、自己の能力を判断すると同時に、自らに力がついていきます。評

価結果から自己の不足部分を認識し、自らを高めるためにぜひご活用ください。 

 

＜評価方法＞ 

 十分理解できている（十分できている）･･･◎  理解している（できている）･･･○ 

 ふつう･･･▲  努力が必要･･･× 

 

Ⅰ 園の基本姿勢について 

◆教育・保育理念や目標 

Q1．園の保育理念や保育目標を理解している。 

Q2．保育理念および目標と保育所保育指針の関係を理解し、全体的な計画に基づき指導

計画を立てている。 

◆保育所としての社会的責任の理解 

Q3．子どもの人権に十分配慮するとともに、子ども一人ひとりの人格を尊重して保育を

行っている。 

Q4．入所する子ども等の個人情報を適切に取り扱うとともに、保護者の苦情などに対し、

その解決を図るよう努めている。 

◆職員としての心構え 

Q5．就業規則などの諸規則を理解し、守り、業務遂行にあたって正確・迅速かつ、こま

めに報告・連絡・相談を実践している。 

 

Ⅱ 保育所保育指針 

第 1 章 総則 

１ 保育所保育に関する基本原則 

（1）保育所の役割 

 Q6．第 1 章総則の１ 保育所保育に関する基本原則に記載された保育所の 3 つの役割を

知っている。 
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 Q7．第 1 章総則の１ 保育所保育に関する基本原則による保育士として、子どもを保育

するとともに専門性の向上に努めている。 

（2）保育の目標 

 Q8．保育所の保育は、子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来を作り出す力の基礎

を培うために、6 つの目標を目指して行うものであることを知っている。 

 Q9．入所する子どもの保護者に対し、その意向を受け止め、子どもと保護者の安定した

関係に配慮し、保育所の特性や保育士等の専門性を活かして、その援助にあたっている。 

（3）保育の方法 

 Q10．一人一人の子どもの状況や家庭及び地域社会での生活の実態を把握するとともに、

子どもが安心感と信頼感をもって活動できるよう、子どもの主体としての思いや願い

を受け止めるよう留意している。 

Q11．子どもの生活のリズムを大切にし、健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境

や、自己を十分に発揮できる環境を整えている。 

Q12．子どもの発達について理解し、一人一人の発達過程に応じ、子どもの個人差に十分

配慮しながら保育している。 

Q13．子ども相互の関係づくりや互いに尊重する心を大切にし、集団における活動を効果

あるものにするよう援助している。 

Q14．子どもが自発的・意欲的に関われるような環境を構成し、子どもの主体的な活動や

子ども相互の関わりを大切にすること。特に、乳幼児期にふさわしい体験が得られるよ

うに、生活や遊びを通して総合的に保育をしている。 

Q15．一人一人の保護者の状況やその意向を理解、受容し、それぞれの親子関係や家庭生

活等に配慮しながら、様々な機会をとらえ、適切に援助している。 

（4）保育の環境 

 Q16．保育の環境には、保育士等や子どもなどの人的環境、施設や遊具などの物的環境、

自然や社会の事象などがあり、こうした人、物、場などの環境が相互に関連し合い、子

どもの生活が豊かなものとなるように環境を構成し、工夫することを知っている。 

 Q17．第 1 章総則の１ 保育所保育に関する基本原則による 4 つの事項に留意しつつ、

計画的に環境を構成し、工夫して保育している。 

（5）保育所の社会的責任 

 Q18．地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に、自園が行う保育の内容を適

切に説明するよう努めている。 

 

２ 養護に関する基本的事項 

（1）養護の理念 

 Q19．保育における養護とは、子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るために保育士等

が行う援助や関わりであり、保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うこと



チャレンジキッズ自己評価チェックリスト 

をその特性であることを知っている。 

（2）養護に関わるねらい及び内容 

 ア 生命の維持 

 Q20．生命の保持のねらい 4 点について知っている。 

 Q21．生命の保持の内容 4 点について知っている。 

 イ 情緒の安定 

 Q22．情緒の安定のねらい 4 点について知っている。 

 Q23．情緒の安定の内容 4 点について知っている。 

 

３ 保育の計画及び評価 

（1）全体的な計画の作成 

 Q24．保育の目標を達成するために、自園の保育の方針や目標に基づき、子どもの発達過

程を踏まえて、保育の内容が組織的・計画的に構成され、保育所生活全体を通して、総

合的に展開されるよう、全体的な計画を作成しなければならないことを知っている。 

 Q25．全体的な計画は、子どもや家庭の状況、地域の実態、保育時間などを考慮し、子ど

もの育ちに関する⾧期的見通しをもって適切に作成されている。 

 Q26．全体的な計画は、保育所保育の全体像を包括的に示すものとし、これに基づく指導

計画、保健計画、食育計画等を通じて、各保育所が創意工夫して保育できるよう、作成

されている。 

（2）指導計画の作成 

 Q27．全体的な計画に基づき、具体的な保育が適切に展開されるよう、子どもの生活や発

達を見通した⾧期的な指導計画と、それに関連しながら、より具体的な子どもの日々の

生活に即した短期的な指導計画を作成している。 

 Q28．指導計画の作成に当たっては、保育指針第２章及びその他の関連する章に示された

事項のほか、子ども一人一人の発達過程や状況を十分に踏まえている。 

Q29．３歳未満児は、一人一人の子どもの生育歴、心身の発達、活動の実態等に即して、

個別的な計画を作成し、３歳以上児は、個の成⾧と、子ども相互の関係や協同的な活動

が促されるよう配慮し、異年齢で構成される組やグループでの保育においては、一人一

人の子どもの生活や経験、発達過程などを把握し、適切な援助や環境構成ができるよう

配慮している。 

Q30．指導計画においては、保育所の生活における子どもの発達過程を見通し、生活の連

続性、季節の変化などを考慮し、子どもの実態に即した具体的なねらい及び内容を設定

している。 

Q31．一日の生活のリズムや在園時間が異なる子どもが共に過ごすことを踏まえ、活動と

休息、緊張感と解放感等の調和を図るよう配慮している。 

Q32．⾧時間にわたる保育については、子どもの発達過程、生活のリズム及び心身の状態
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に十分配慮して、保育の内容や方法、職員の協力体制、家庭との連携などを指導計画に

位置付けている。 

Q33．障害のある子どもの保育については、一人一人の子どもの発達過程や障害の状態を

把握し、適切な環境の下で、障害のある子どもが他の子どもとの生活を通して共に成⾧

できるよう、指導計画の中に位置付けている。 

（3）指導計画の展開 

 Q34．施設⾧、保育士など、全職員による適切な役割分担と協力体制を整えている。 

 Q35．子どもが行う具体的な活動は、生活の中で様々に変化することに留意して、子ども

が望ましい方向に向かって自ら活動を展開できるよう必要な援助を行っている。 

 Q36．子どもの主体的な活動を促すためには、保育士等が多様な関わりをもつことが重要

であることを踏まえ、子どもの情緒の安定や発達に必要な豊かな体験が得られるよう

援助している。 

 Q37．保育士等は、子どもの実態や子どもを取り巻く状況の変化などに即して保育の過程

を記録するとともに、これらを踏まえ、指導計画に基づく保育の内容の見直しを行い、

改善を図っている。 

（4）保育内容等の評価 

 Q38．保育士等は、保育の計画や保育の記録を通して、自らの保育実践を振り返り、自己

評価することを通して、保育実践の改善や専門性の向上に努めている。 

 Q39． 保育士等による自己評価に当たっては、子どもの活動内容やその結果だけでなく、

子どもの心の育ちや意欲、取り組む過程などにも十分配慮するよう留意している。 

（5）評価を踏まえた計画の改善 

 Q40．保育の計画に基づく保育、保育の内容の評価、これに基づく改善という一連の取組

により、保育の質の向上が図られるよう、全職員が共通理解をもって取り組んでいる。 

 

４ 幼児教育を行う施設として共有すべき事項 

（1）育みたい資質・能力 

 Q41．幼児教育を行う施設として共有すべき事項及び生涯にわたる生きる力の基礎を培う

ため示された保育の目標を踏まえ、保育所として一体的に育むよう努める「資質・能力」

の 3 本の柱の内容を知っている。 

（2）幼児の終わりまでに育ってほしい姿 

 Q42．幼児教育を行う施設として共有すべき事項として「幼児期の終わりまでに育ってほ

しい姿」10 項目を知っている。 

 

第 2 章 保育の内容 

 Q43．第 2 章保育の内容に示す「ねらい」、「内容」の意味を知っている。 

 Q44．保育における「養護」とは、子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るために保育
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士等が行う援助や関わりであることを理解している。 

Q45．「教育」とは、子どもが健やかに成⾧し、その活動がより豊かに展開されるための

発達の援助であることを理解している。 

 

１ 乳児保育に関わるねらい及び内容 

（1）基本的事項 

 Q46．基本的事項として乳児期の発達について知っている。 

 Q47．乳児期の領域「三つの視点」について知っている。 

（2）ねらい及び内容 

 Q48．「健やかに伸び伸びと育つ」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」について知

っている。 

 Q49．「身近な人と気持ちが通じ合う」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」につい

て知っている。 

 Q50．「身近なものと関わり感性が育つ」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」につ

いて知っている。 

（3）保育の実施に関わる配慮事項 

 Q51．乳児は疾病への抵抗力が弱く、心身の機能の未熟さに伴う疾病の発生が多いことか

ら、一人一人の発育及び発達状態や健康状態についての適切な判断に基づく保健的な

対応を行っている。 

 Q52．一人一人の子どもの生育歴の違いに留意しつつ、欲求を適切に満たし、特定の保育

士が応答的に関わるように努めている。 

 Q53．乳児保育に関わる職員間の連携や嘱託医との連携を図り、第３章に示す事項を踏ま

え、適切に対応し、栄養士及び看護師等が配置されている場合は、その専門性を生かし

た対応を図っている。 

 

２ 1 歳以上 3 歳未満児の保育に関わるねらい及び内容 

（1）基本的事項 

 Q54．基本的事項としての 1 歳以上 3 歳未満児の発達について知っている。 

 Q55．1 歳以上 3 歳未満児の「5 領域」について知っている。 

（2）ねらい及び内容 

 Q56．1 歳以上 3 歳未満児の「健康」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」につい

て知っている。 

 Q57．1 歳以上 3 歳未満児の「人間関係」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」に

ついて知っている。 

 Q58．1 歳以上 3 歳未満児の「環境」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」につい

て知っている。 
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 Q59．1 歳以上 3 歳未満児の「言葉」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」につい

て知っている。 

 Q60．1 歳以上 3 歳未満児の「表現」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」につい

て知っている。 

（3）保育の実施に関わる配慮事項 

 Q61．探索活動が十分できるように、事故防止に努めながら活動しやすい環境を整え、全

身を使う遊びなど様々な遊びを取り入れている。 

 Q62．自我が形成され、子どもが自分の感情や気持ちに気付くようになる重要な時期であ

ることから、情緒の安定を図りながら、子どもの自発的な活動を尊重し、促している。 

３ 3 歳以上児の保育に関するねらい及び内容 

（1）基本的事項 

 Q63．基本的事項としての 3 歳以上児の発達の内容と「5 領域」について知っている。 

（2）ねらい及び内容 

 Q64．3 歳以上児の「健康」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」について知ってい

る。 

 Q65．3 歳以上児の「人間関係」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」について知っ

ている。 

 Q66．3 歳以上児の「環境」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」について知ってい

る。 

 Q67．3 歳以上児の「言葉」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」について知ってい

る。 

 Q68．3 歳以上児の「表現」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」について知ってい

る。 

（3）保育の実施に関わる配慮事項 

 Q69．「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が、ねらい及び内容に基づく活動全体を

通して資質・能力が育まれている子どもの小学校就学時の具体的な姿であることを踏

まえ、指導を行う際には適宜考慮している。 

 Q70．子どもの発達や成⾧の援助をねらいとした活動の時間については、意識的に保育の

計画等において位置付けて、実施することが重要であることを理解し実践している。 

 

４ 保育の実施に関して留意すべき事項 

（1）保育全般に関わる配慮事項 

 Q71．子どもの心身の発達及び活動の実態などの個人差を踏まえるとともに、一人一人の

子どもの気持ちを受け止め、援助している。 

 Q72．子どもが自ら周囲に働きかけ、試行錯誤しつつ自分の力で行う活動を見守りながら、

適切に援助している。 
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 Q73．子どもの国籍や文化の違いを認め、互いに尊重する心を育てるようにし、また子ど

もの性差や個人差にも留意しつつ、性別などによる固定的な意識を植え付けることが

ないようにしている。 

（2）小学校との連携 

 Q74．小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながることに配慮し、幼児期にふさわし

い生活を通じて、創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培うようにしている。 

 Q75．保育所保育において育まれた資質・能力を踏まえ、小学校教育が円滑に行われるよ

う、小学校教師との意見交換や合同の研究の機会などを設け、「幼児期の終わりまでに

育って欲しい姿」を共有するなど連携を図り、保育所保育と小学校教育との円滑な接続

を図るよう努めている。 

（3）家庭及び地域社会との連携 

 

第 3 章 健康及び安全 

１ 子どもの健康支援 

（1）子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握 

 Q76．子どもの心身の状態に応じて保育するために、子どもの健康状態並びに発育及び発

達状態について、定期的・継続的に、また、必要に応じて随時、把握している。 

 Q77．子どもの心身の状態等を観察し、不適切な養育の兆候が見られる場合には、市町村

や関係機関と連携し、児童福祉法第 25 条に基づき、適切な対応を図っている。 

（2）健康増進 

 Q78．子どもの健康に関する保健計画を全体的な計画に基づいて作成し、全職員がそのね

らいや内容を踏まえ、一人一人の子どもの健康の保持及び増進に努めている。 

（3）疾病等への対応 

 Q79．感染症やその他の疾病の発生予防に努め、その発生や疑いがある場合には、必要に

応じて嘱託医、市町村、保健所等に連絡し、その指示に従うとともに、保護者や全職員

に連絡し、予防等について協力を求めている。 

 Q80．アレルギー疾患を有する子どもの保育については、保護者と連携し、医師の診断及

び指示に基づき、適切な対応を行うとともに、食物アレルギーに関して、関係機関と連

携して、自園の体制構築など、安全な環境の整備を行っている。 

 

２ 食育の推進 

（1）保育所の特性を生かした食育 

 Q81．保育所における食育は、健康な生活の基本としての「食を営む力」の育成に向け、

その基礎を培うことを目標とし、子どもが生活と遊びの中で、意欲をもって食に関わる

体験を積み重ね、食べることを楽しみ、食事を楽しみ合う子どもに成⾧していくことを

期待するものであることを知っている。 
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 Q82．乳幼児期にふさわしい食生活が展開され、適切な援助が行われるよう、食事の提供

を含む食育計画を全体的な計画に基づいて作成し、その評価及び改善に努めている。 

（2）食育の環境の整備等 

 Q83．子どもが自らの感覚や体験を通して、自然の恵みとしての食材や食の循環・環境へ

の意識、調理する人への感謝の気持ちが育つように、子どもと調理員等との関わりや、

調理室など食に関わる保育環境に配慮している。 

 

３ 環境及び衛生管理並びに安全管理 

（1）環境及び衛生管理 

（2）事故防止及び安全対策 

 Q84．保育中の事故防止のために、子どもの心身の状態等を踏まえつつ、施設内外の安全

点検に努め、安全対策のために全職員の共通理解や体制づくりを図るとともに、家庭や

地域の関係機関の協力の下に安全指導を行っている。 

 Q85．事故防止の取組を行う際には、特に、睡眠中、プール活動・水遊び中、食事中等の

場面では重大事故が発生しやすいことを踏まえ、子どもの主体的な活動を大切にしつ

つ、施設内外の環境の配慮や指導の工夫を行うなど、必要な対策を講じている。 

 Q86．保育中の事故の発生に備え、施設内外の危険箇所の点検や訓練を実施するとともに、

外部からの不審者等の侵入防止のための措置や訓練など不測の事態に備えて必要な対

応を行っている。 

 

４ 災害への備え 

（1）施設・設備等の安全確保 

 Q87．防火設備、避難経路等の安全性が確保されるよう、定期的にこれらの安全点検を行

う、備品、遊具等の配置、保管を適切に行い、日頃から、安全環境の整備に努めている。 

（2）災害発生時の対応体制及び避難への備え 

 Q88．火災や地震などの災害の発生に備え、緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の

役割分担、避難訓練計画等に関するマニュアルを作成し、定期的に避難訓練を実施する

など、必要な対応を図っている。 

（3）地域の関係機関等との連携 

 

第 4 章 子育て支援 

１ 保育所における子育て支援に関する基本的事項 

（1）保育所の特性を生かした子育て支援 

 Q89．保育及び子育てに関する知識や技術など、保育士等の専門性や、子どもが常に存在

する環境など、保育所の特性を生かし、保護者が子どもの成⾧に気付き子育ての喜びを

感じられるように努めている。 
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（2）子育て支援に関して留意すべき事項 

 

２ 保育所を利用している保護者に対する子育て支援 

（1）保護者との相互理解 

（2）保護者の状況に配慮した個別の支援 

 Q90．保護者の状況に配慮した個別の支援がとられている。 

（3）不適切な養育等が疑われる家庭への支援 

 Q91．不適切な養育等が疑われる家庭への支援が確立されている。 

 

３ 地域の保護者等に対する子育て支援 

（1）地域に開かれた子育て支援 

Q92．保育所は、児童福祉法第 48 条の４の規定に基づき、その行う保育に支障がない限

りにおいて、地域の実情や当該保育所の体制等を踏まえ、地域の保護者等に対して、保

育所保育の専門性を生かした子育て支援を積極的に行うよう努めることを知っている。 

（2）地域の関係機関等との連携 

 

第 5 章 職員の資質向上 

１ 職員の資質向上に関する基本的事項 

（1）保育所職員に求められる専門性 

 Q93．自己評価に基づく課題を把握し、保育所内外の研修等を通じて、自身の職務内容に

応じた専門性を高めるため、必要な知識及び技術の修得、維持及び向上に努めている。 

（2）保育の質の向上に向けた組織的な取組 

Q94．保育所においては、保育の内容等に関する自己評価等を通じて把握した、保育の質

の向上に向けた課題に組織的に対応するため、保育内容の改善や保育士等の役割分担

の見直し等に取り組むとともに、それぞれの職位や職務内容等に応じて、各職員が必要

な知識及び技能を身につけられるよう努めなければならないことを知っている。 

 

２ 職員の研修等 

（1）職場における研修 

Q95．職員が日々の保育実践を通じて、必要な知識及び技術の修得、維持及び向上を図る

とともに、保育の課題等への共通理解や協働性を高め、保育所全体としての保育の質の

向上を図っていくために、職場内での研修の充実が図られている。 

（2）外部研修の活用 

Q96．必要に応じた外部研修への参加機会が確保され、参加している。 

 

3 研修の実施体制等 
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（1）体系的な研修計画の作成 

 Q97．保育所においては、当該保育所における保育の課題や各職員のキャリアパス等も見

据えて、初任者から管理職員までの職位や職務内容等を踏まえた体系的な研修計画を

作成しなければならないことを知っている。 

（2）組織内での研修成果の活用 

Q98．外部研修に参加する職員は、自らの専門性の向上を図るとともに、保育所における

保育の課題を理解し、その解決を実践できる力を身に付けることが重要であることを

理解している。 

 

Ⅲ 園独自の取り組みについて 

 Q99．チャレンジキッズプログラムを理解し、実践できている。 

 Q100．保育施設の指導検査（保育内容）について理解している。 


